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○
通
商
産
業
省
令
第
四
百
八
号

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令

第
二
百
六
十
号
）
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
、
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨

物
又
は
技
術
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日

通
商
産
業
大
臣

平
沼

赳
夫

輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技
術
を
定
め
る
省
令
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令

輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技
術
を
定
め
る
省
令
（
平
成
三
年

通
商
産
業
省
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
三
号
中
「
二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
」
を
「
〇
・
一
五
平
方
メ
ー
ト
ル
超
二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未

満
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
号
ハ
（
一
）
中
「
三
、
五
〇
〇
メ
ガ
演
算
」
を
「
六
、
五
〇
〇
メ
ガ
演
算
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
三
号
中
「
イ
か
ら
ヘ
ま
で
」
を
「
イ
か
ら
チ
ま
で
」
に
、
「
ト
か
ら
リ
ま
で
」
を
「
リ
か
ら
ル
ま
で
」
に

改
め
、
同
号
ロ
中
「
六
、
五
〇
〇
メ
ガ
演
算
」
を
「
七
五
、
〇
〇
〇
メ
ガ
演
算
」
に
改
め
、
同
号
中
リ
を
ル
と
し
、
チ

を
ヌ
と
し
、
ト
を
リ
と
し
、
ヘ
を
チ
と
し
、
ホ
を
ト
と
し
、
同
号
ニ
中
「
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
用
の
処
理
機
能
を
有
す
る
も

の
」
を
「
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
」
に
、
「
三
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
ベ
ク
ト
ル
」
を
「
二
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
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〇
〇
〇
ベ
ク
ト
ル
」
に
改
め
、
同
号
ニ
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
号
ハ
中
「
六
、
五
〇
〇
メ
ガ
演
算
」
を
「
七
五
、
〇
〇
〇

メ
ガ
演
算
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ

デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
の
機
能
を
向
上
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
部
分
品
で
あ
っ
て
、
計
算
要
素
を
集
合
さ
せ

る
こ
と
に
よ
り
、
複
合
理
論
性
能
が
一
秒
に
つ
き
二
八
、
○
○
○
メ
ガ
演
算
超
七
五
、
○
○
○
メ
ガ
演
算
以
下

に
な
る
も
の

第
七
条
第
三
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
、
複
合
理
論
性
能
が
一
秒
に
つ
き
二
八
、
○
○
○
メ
ガ
演
算
超
七
五
、
○

○
○
メ
ガ
演
算
以
下
の
も
の

第
十
四
条
第
四
号
イ
及
び
ロ
中
「
一
〇
、
〇
〇
〇
メ
ガ
演
算
」
を
「
一
五
〇
、
〇
〇
〇
メ
ガ
演
算
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
ハ
に
」
を
「
ニ
に
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


